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平成11年度
34万隻

令和4年度
15万隻

１．プレジャーボート保有隻数の推移

プレジャーボートの保有隻数は、約34万隻（平成11年度）をピークに半分以下の約15万
隻（令和4年度）まで、約19万隻減少している。

（出典） 小型船舶検査機構の資料(JCI検査対象船の在籍船データ)をもとに作成。
※ H15年度までは、船舶検査証書が有効なもの及び無効となって1年以内のものの合計隻数を保有隻数としていたが、

H16年度より船舶検査証書が有効な船舶数に変更。

プレジャーボート保有隻数（千隻）

（年度）

19万隻減少
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① 係留場所の私物化・利権化、公共施設の破損、沈船化

② 無秩序な艇の集積による船舶航行における支障

③ 洪水・高潮・津波等における艇の流出、流水阻害

④ 安全管理の不十分さに起因する事故、漁業操業者等とのトラブル

⑤ 違法駐車、騒音、ゴミ・油の不法投棄等による景観、環境の悪化

⑥ 港湾・河川・漁港工事における支障

⑦ 密輸、密漁などの犯罪への悪用

沈廃船による環境悪化、船舶航行
における支障 2

２．放置艇が引き起こす問題

高潮による船舶流出
（平成３年の台風１９号）

係留場所の私物化・私権化

○放置艇とは

港湾・河川・漁港の公共用水域やその周辺の陸域において継続的に係留等されている船舶のうち、法律、条例等
に基づき水域管理者により認められた施設や区域以外の場所に、正当な権原に基づかずに係留等されている船
舶のこと、または、水域管理者の認めた施設や区域に係留されているが、施設使用許可等の手続きを経ずに不正
に係留している船舶のこと。

なお、河川においては、河川管理者の許可に基づかず河川区域内に係留しているプレジャーボートは不法係留船
であり、河川法に基づく強制的な撤去措置の対象となる。



○放置等禁止区域や重点撤去区域を指定。
○放置等禁止区域などにおける代執行による撤去・処分を実施。

①係留・保管能力の向上

②規制措置の実施

③沈船等の撤去・処分及び適正処理

④所有者におけるモラル向上

⑤水域管理者、地元自治体、
マリーナ等との連携

○みだりに捨て又は放置されている所有者不明の船舶（沈廃船）の処理を推進（国も交付金により財政支援）

○所有者のモラル向上のための啓発活
動を実施。

○各関係者が連携・協力して、プレジャー
ボートを適正に収容するための計画策
定や実施にかかる調整等を行うための
協議会等の検討体制の設置を推進。

３．放置艇対策の概要

○プレジャーボートの収容能力を高める
ため、ボートパークなど放置艇収容施
設の整備を推進。
（国も交付金等により財政支援）

○小型船舶用泊地や暫定係留施設など
既存水域を有効活用。 小型船舶係留施設の整備例(広島県)

行政代執行による撤去例(兵庫県)放置等禁止区域の指定例(宮崎県)

啓蒙活動例(和歌山県)
※キャンペーンで使用したジャケット

啓蒙活動例(岡山県)
※チラシの作成
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４．プレジャーボート全国実態調査の概要

《調査対象区域》 全国の港湾、河川、漁港区域及び近接区域等

（水域については、港湾区域、河川区域及び漁港区域を調査対象とし、陸
域については、臨港地区及び港湾隣接地域の全域、河川区域（河川区域
外の近接地域を含む。）及び漁港区域の陸上部分を調査対象とする。）

《調 査 時 期》 平成８年、１４年、１８年、２２年、２６年、３０年、令和４年の各９月～１１月

《調査対象船舶》 プレジャーボート（モーターボート、クルーザーヨット、ディンギーヨット）

モーターボート大 エンジンを推進機関とし、艇の
長さが7.5ｍ（25feet）以上の船

モーターボート小 エンジンを推進機関とし、艇の
長さが7.5ｍ（25feet）未満の船

クルーザーヨット 帆を主な推進機関とし、
船室を有している船

ディンギーヨット 帆を主な推進機関とし、
船室が無い船
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マリーナ等施設 民間マリーナ、公共マリーナ、ボートパーク
プレジャーボートスポット（ＰＢＳ）、簡易係留施設

マリーナ等以外施設 港湾管理者がプレジャーボート係留のための整備を行わない、
既存施設の一部を改修しない状態で、プレジャーボートの係
留を許可した施設。暫定係留施設、小型船舶用泊地等を含む。

○係留・保管施設とは

５．プレジャーボート全国実態調査の内容

調査区域における調査対象船舶の数を把握、及びその船舶が係留・保管施設に

適切に係留等されている船舶にあたるか、放置艇にあたるか把握
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マリーナ

南港西浜ボートパーク

PBS・ボートパーク

徳島県ケンチョピア小型船舶用泊地

マリーナ等以外施設

和歌山マリーナ 南港西浜ボートパーク



６．プレジャーボート全国実態調査の結果

• 令和4年度調査の確認艇の隻数は約14.5万隻であり、平成30年度調査の約16.0万隻と
比べて約1.5万隻の減少(▲10％)となった。

• 確認艇の内訳は、マリーナ等施設の許可艇が約5.4万隻(全体割合38％)、マリーナ等以
外施設の許可艇が約3.4万隻(同24％)、放置艇が約5.6万隻(同39％)となった。

• 放置艇は平成30年度調査の約7.0万隻と比べ、約1.4万隻の減少（▲20％）となった。

凡例
上段 ：R4年度値
(下段)：H30年度値

確認艇
14.5万隻

（16.0万隻）

許可艇
8.9万隻

（9.0万隻）

放置艇
5.6万隻

（7.0万隻）

マリーナ等施設
5.4万隻

（5.7万隻）

マリーナ等以外施設
3.4万隻

（3.3万隻）

水域管理者等の許可を得て
係 留 ・ 保 管 し て い る プ レ
ジャーボート

水域管理者等の許可を得ずに
係留・保管しているプレジャー
ボート

マリーナ（保管機能＋サービス機能）

簡易係留施設

プレジャーボートスポット（PBS）

暫定係留施設、小型船舶用
泊地、許可受入施設など

ボートパーク（保管機能のみ）

※プレジャーボート専用の係留・保管施設として整備された施設

※既存施設の一部をプレジャーボート用に改修しない状態で、
プレジャーボートの係留・保管場所として認めている施設

沈船・廃船以外の放置艇
4.7万隻

（6.1万隻）

沈船・廃船
0.9万隻

（1.0万隻）

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。

未許可で係留等してる、もしくは許可が
必要か否か不明なプレジャーボート等

海底に着底もしくは長時間使用された
形跡がないプレジャーボート
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７．三水域の確認艇の保管場所別状況

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。

• 三水域の確認艇は14.5万隻で減少傾向（前回比10％減）にある。
• 許可艇は8.9万隻で前回より、0.1万隻減少している。うちマリーナ等施設における保管

艇は5.4万隻で0.3万隻減少している。マリーナ等以外は3.4万隻で0.1万隻増加している。
• 放置艇は5.6万隻（39％）で、減少傾向（前回比20％減）である。
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８．三水域の確認艇の艇種別状況

• 確認艇の艇種別の割合は大きな変化はなく、小型モーターボートが約7割を占めており
最も多い。次いで大型モーターボートが約2割を占め、残り約１割がクルーザーヨット・
ディンギーヨットとなる。

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。 8
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９．三水域の放置艇の艇種別状況

• 放置艇の艇種別の割合は大きな変化はないが、小型モーターボートが約9割を占め最
も多く、その割合は微増傾向である。次いで大型モーターボートが約1割を占め、クルー
ザーヨットが約0.1割で残りがディンギーヨットとなる。

• 放置艇における小型モーターボートの割合は、確認艇における割合よりも高い。

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。
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河川単独

区域

2.7（23%）

河川単独

区域

2.3（23%）

河川単独

区域

1.9（21%）

河川単独

区域

1.5（21%）

河川単独

区域

1.1（20%）

港湾・河川

重複区域

0.7（5%）
港湾・河川

重複区域

1.1（8%）
港湾・河川

重複区域

0.9（8%）

港湾・河川

重複区域

0.9（9%）

港湾・河川

重複区域

0.5（6%）
港湾・河川

重複区域

0.3（5%）
港湾・河川

重複区域

0.3（5%）

港湾単独

区域

5.3

（38%）

港湾単独

区域

5.9

（44%）
港湾単独

区域

5.0

（43%）

港湾単独

区域

4.0

（41%）

港湾単独

区域

3.6

（42%） 港湾単独

区域

2.9（42%）
港湾単独

区域

2.4（43%）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

平成8年 平成14年 平成18年 平成22年 平成26年 平成30年 令和4年

（単位：万隻） 漁港単独区域 漁港・河川重複区域 河川単独区域 港湾・河川重複区域 港湾単独区域

13.8万隻
13.4万隻

11.6万隻

9.9万隻

8.8万隻

7.0万隻

5.6万隻

１０．三水域の放置艇の水域別推移

• 放置艇の水域別の割合は、港湾区域が約４割を占め最も多く、次いで漁港区域が約3
割を占め、河川区域が約2割となる。

• 放置艇の各水域別の割合は、前回調査とほぼ同じ割合である。

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。 10



九州・沖縄

2.8（20%）

九州・沖縄

2.9（22%）
九州・沖縄

2.1（18%）
九州・沖縄

1.9（20%）

九州・沖縄

2.0（23%）
九州・沖縄

1.7（24%）
九州・沖縄

1.2（21%）

四国

1.7（12%）

四国

1.9（14%） 四国

1.8（16%）
四国

1.5（15%）

四国

1.3（15%）
四国

1.1（16%）
四国 0.8（15%）

中国

3.3（24%）

中国

3.2（24%） 中国

3.1（26%） 中国

2.8（28%）
中国

2.3（26%） 中国

2.1（30%） 中国

1.8（32%）

近畿 1.6

（11%）
近畿 1.5（11%）

近畿 1.2（10%）

近畿 1.1（11%）

近畿 0.6（7%）

近畿 0.3（4%）

近畿 0.3（5%）

中部 1.8

（13%） 中部 1.1（8%）

中部 1.1（9%）

中部 0.9（9%）

中部 0.8（9%）

中部 0.5（8%）

中部 0.4（8%）

北陸 0.7（5%）
北陸 0.8（6%）

北陸 0.7（6%）

北陸 0.6（6%）

北陸 0.5（6%）

北陸 0.4（5%）

北陸 0.3（5%）

関東 1.1（8%）
関東 1.2（9%）

関東 1.0（9%）

関東 0.7（7%）

関東 0.7（8%）

関東 0.6（9%）

関東 0.5（9%）

北海道・東北 0.9（6%）
北海道・東北 0.8（6%）

北海道・東北 0.7（6%）

北海道・東北 0.5（6%）

北海道・東北 0.4（5%）

北海道・東北 0.4（5%）

北海道・東北 0.3（5%）

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

平成8年 平成14年 平成18年 平成22年 平成26年 平成30年 令和4年

（単位：万隻） 九州・沖縄 四国 中国 近畿 中部 北陸 関東 北海道・東北

13.8万隻 13.4万隻

11.6万隻

9.9万隻

8.8万隻

7.0万隻

5.6万隻

１１．三水域の放置艇の地域別推移

• 放置艇の地域別の割合は、中国地方が最も多く約3割を占め、次いで九州・沖縄が約2
割、四国が1.5割、残りの地域で約3.5割となる。

• 確認艇数の多い瀬戸内地域を中心に放置艇も多く分布している。

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。 11



１２．三水域の状況（北海道・東北）

1,148
879

614 629

43 17

1,188
817

449 389
47 45 194 151

1,161

1,102

209 221

166 120

509

713

547 497

91 91
226

616

1,138

946

542 438

141 183

406 623

441
409

546 555 106

157

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

北海道・東北

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○北海道・東北ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、宮城県、山形県、福
島県で増加、北海道、青森県、岩手県、秋田県の4道県は減少している。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島
県で減少している。特に宮城県では、371隻と大幅に減少している。一方、青森県では15
隻増加している。

3,447隻
（33.3%）

2,927隻
（30.0%）

1,365隻
（45.0%）

350隻
（12.3%）

1,288隻
（48.8%）

320隻
（5.3%）

2,103隻
（56.5%）

1,437隻
（31.2%）

684隻
（6.9%） 526隻

（36.9%）

2,153隻
（37.9%）

1,295隻
（30.0%）

691隻
（6.5%）

924隻
（16.3%）

12



1,588 1,352

292 274
138 16

163 119

2,186 1,878

111 57

1,530 1,502

1,399
963

41 140
302 470 53

821
832

698 492

534 528

1,797

1,790

634 538

1,653
1,695

900
887

5,148 5,040

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

関東

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○関東ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、栃木県、群馬県で増加、それ
以外の都県では減少している。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、全ての都県で減少している。特に千葉県では308
隻減少している。

333隻
（87.7%）

797隻
（20.5%）

4,405隻
（42.6%）

7,070隻
（21.2%）

4,784隻
（33.2%）

440隻
（31.4%）

4,660隻
（46.9%）

7,212隻
（21.2%）

4,105隻
（32.9%）

414隻
（66.2%）

486隻
（3.3%）

710隻
（16.8%）

1,709隻
（6.5%） 1,436隻

（4.0%）

１２．三水域の状況（関東）
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1,792 1,561

658
384

975 851

226 148

702

676

318
312

264
200

633

614

1,070
1,187

647
503

1,148
1,112

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4

新潟県 富山県 石川県 福井県

北陸

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○北陸ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、全ての県で減少している。特
に新潟県では276隻減少している。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、全ての県で減少している。特に富山県では274隻
と大幅に減少している。

2,851隻
（54.8%）

1,571隻
（24.4%）

1,666隻
（51.1%） 1,460隻

（10.1%）

1,728隻
（38.1%）

1,940隻
（50.3%）

1,638隻
（13.8%）

3,127隻
（57.3%）

１２．三水域の状況（北陸）
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366
18 114 69 503 430

2,161 1,777
2,135 1,983

244 250
239

245
5 12

1,259 1,104

1,932
1,931

731
623

158 96

5,147
4,989

2,522

2,166

592
609

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4

山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県

中部

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○中部ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、山梨県以外で減少している。
特に愛知県では741隻減と大きく数を減らしている。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、愛知県では384隻、長野県では348隻、三重県で
は152隻と一定程度減少している。

763隻
（48.0%）

6,615隻
（32.7%）

6,909隻
（7.3%）

3,458隻
（61.7%）

244隻
（0.0%）

250隻
（0.0%）

359隻
（5.0%） 119隻

（95.8%）
81隻

（85.2%）

6,523隻
（6.6%）

5,874隻
（30.3%）

3,215隻
（61.7%）

１２．三水域の状況（中部）
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215 168 554 518 254 312 548 618 1 1
1,321 1,005239 155

541 476 950 1,016

2,651 2,267

265 246

631

158

3,840
3,381

562 482

1,609 1,565

4,222
4,217

1,906

1,637

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4

滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

近畿

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○近畿ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、大阪府以外で減少している。
特に和歌山県では1,058隻と大幅に減少している。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、大阪府、兵庫県以外では減少している。特に和歌
山県では316隻と大幅に減少している。

3,704隻
（4.5%）

1,476隻
（35.1%）

2,893隻
（10.8%）

7,102隻
（8.7%）

247隻
（0.4%）

4,294隻
（5.0%）

1,657隻
（33.4%）

2,813隻
（9.0%）

7,421隻
（7.4%）

266隻
（0.4%）

3,858隻
（34.2%）

2,800隻
（35.9%）

１２．三水域の状況（近畿）
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346 288
2,065 1,773

5,217 5,788

10,687

8,359

2,405 2,034
230 352

485 433

615
836

36

1,450

1,532
1,439

521 509

389 357

2,424
2,388

3,584
3,515
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894

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4 H30 R4

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県

中国

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○中国ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、鳥取県、岡山県で増加、それ
以外では減少している。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、岡山県以外では減少している。岡山県では571隻
と大幅に増加している。広島県は依然放置艇の数は多く、全国1位ではあるが、2,328隻
と大幅に減らしている。

1,149隻
（25.1%）

2,563隻
（69.2%）

9,012隻
（64.2%）

13,324隻
（62.7%）

4,367隻
（46.6%）

1,097隻
（31.5%）

2,939隻
（70.3%）

8,256隻
（63.2%）

14,307隻
（74.7%）

4,817隻
（49.9%）

１２．三水域の状況（中国）
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2,414
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5,151

3,788
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1,175
1,437
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0
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徳島県 香川県 愛媛県 高知県

四国

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○四国ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、全ての県で減少している。
○平成30年度と比較すると、放置艇は、全ての県で放置艇数が減少している。徳島県は

598隻、香川県は135隻、高知県は501隻放置艇が減少しており、特に愛媛県では1,363
隻減と大きく数を減らしている。

4,168隻
（38.2%）

3,463隻
（51.2%）

6,884隻
（74.8%）

4,010隻
（36.4%）

6,290隻
（60.2%）

2,331隻
（54.6%）

2,507隻
（72.4%）

3,199隻
（75.5%）

１２．三水域の状況（四国）
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福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

九州・沖縄

マリーナ等

マリーナ等以外

放置艇

（単位：隻）

※グラフ上段隻数：総隻数、下段の（ ）は放置艇率

○九州・沖縄ブロックの県別の係留保管状況をみると、確認艇は、宮崎県以外では減少し
ている。特に大分県では2,113隻減、熊本県では1,242隻減、長崎県では1,139隻減と大き
く数を減らしている。

○平成30年度と比較すると、放置艇は、佐賀県と沖縄県以外で減少しており、大分県では
3,987隻減と大幅に数を減らし、放置艇は残り265隻まで減少している。一方、沖縄県は
287隻放置艇が増加している。

3,978隻
（23.9%）

1,571隻
（8.5%）

7,441隻
（41.9%）

5,319隻
（57.8%）

4,609隻
（92.3%）

2,929隻
（46.7%）

4,839隻
（63.5%）

3,723隻
（28.3%）

3,919隻
（20.4%）

1,388隻
（12.9%）

6,302隻
（40.4%）

4,077隻
（60.9%）

2,496隻
（10.6%）

2,959隻
（37.1%）

4,680隻
（60.8%）

3,126隻
（42.9%）

１２．三水域の状況（九州・沖縄）
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【参考】 放置艇対策の経緯

これまでの放置艇対策関連施策として、国土交通省及び水産庁にて、法律の改正、省庁
横断組織の設置、提言や計画の策定などの取組を行ってきている。

注）平成13年1月5日以前については、海事局の取組は港湾局に含まれる。また、河川局の取組は水管理・国土保全局に含まれる。

海 事 局 港 湾 局 水管理・国土保全局
昭和47年度 公共ﾏﾘｰﾅ整備の制度化
昭和62年度 「フィッシャリーナ整備事業」創設
昭和63年度 「河川利用推進事業(河川ﾏﾘｰﾅ)」創設
平成元年度 「ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄｽﾎﾟｯﾄ整備事業」創設

河川法改正
簡易代執行制度の創設

平成８年度
河川法改正

簡易代執行による撤去船舶の売却、廃
棄等に関する規定の整備

港湾法の改正 漁港法の改正
船舶等の放置の禁止、監督処分規定の
整備に関する法改正

船舶等の放置の禁止、監督処分規定の
整備に関する法改正

平成13年度 小型船舶登録法の成立

平成16年度 小型船舶登録法による登録の完了
FRP船ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑの創設

(瀬戸内～北部九州ｴﾘｱで運用開始)
港湾法の一部改正

放置等禁止区域の陸域への適用

平成20年度 FRP船ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑの全国運用開始
平成22年度

河川法施行令改正
船舶等の放置の禁止に関する改正

平成26年度
平成30年度
令和2年度
令和4年度

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同平成30年度プレジャーボート全国実態調査

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同令和4年度プレジャーボート全国実態調査

平成25年度
プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画

プレジャーボートの放置艇対策の今後の対応について

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同平成８年度プレジャーボート全国実態調査

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同平成14年度プレジャーボート全国実態調査
平成14年度

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同平成18年度プレジャーボート全国実態調査

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同平成22年度プレジャーボート全国実態調査

３局庁（港湾局・河川局・水産庁）合同平成26年度プレジャーボート全国実態調査

三水域連携による放置艇対策委員会提言

平成17年度

平成18年度

三水域連携による放置艇対策委員会提言

平成９年度
「ボートパーク整備事業」創設

３省庁プレジャーボート係留・保管対策に関する提言

平成12年度

プレジャーボートの所有者特定制度と保管場所確保の義務化に関する提言

国 土 交 通 省
水 産 庁

平成７年度
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国土交通省と水産庁は、平成２５年に
港湾・河川・漁港の三水域の水域管
理者やプレジャーボートの利用者等が
連携して取り組むべき施策をとりまと
めた「プレジャーボートの適正管理及
び利用環境改善のための総合的対策
に関する推進計画」を策定。

その中で、平成２５年度から１０年間を
計画期間とし、港湾・河川・漁港の三
水域において、計画期間満了時に放
置艇をゼロ隻とするとともに、新たな
放置艇発生の未然防止を図ることを
目標とした。

その後の全国実態調査により、放置艇対策の加速が必要な状況と判断し、放置艇解消
に向けた対策の実効性を高めるための方策として、令和３年３月に「プレジャーボートの
放置艇対策の今後の対応について」をとりまとめ。

所有者名簿の作成と併せ、効果の大きい「放置等禁止区域の指定」と「既存水域の有効
活用（許可区域の設定）とを組み合わせて、優先して実施することを推奨。

≪「プレジャーボートの適正管理及び利用環境改善のための総合的対策に関する推進計画」の策定≫

≪「プレジャーボートの放置艇対策の今後の対応について」とりまとめ≫

「推進計画」におけるロードマップ

【参考】 放置艇対策の経緯


